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【新会長就任の挨拶】

一般社団法人日本松保護士会

　　　会長　原口　志津夫

　この度、理事に選出され、総会の議決を経て、松保護士会の代表理事・

　会長を拝命いたしました。大任を仰せつかり、責任の重さを痛感して

おります。微力ながらこれからの２年間、副会長の五十嵐光雄さん、中島佳徳さん、

事務局の沖濵宗彦さん、理事・役員の皆様と力を合わせ、松保護士会の一層の発展

のために力を尽くす所存ですので、会員の皆様のご支援をよろしくお願い致します。

　松保護士は、マツや松林の果たしてきた社会的・経済的・文化的な意義に加え、

マツという樹木の生理・生態・国内外におけるマツ属の分布・成長特性やアカマツ、

クロマツの違いなど、基本的な事項について詳細な知識を必要とし、マツ材線虫病

の知識とする実践と指導ができることです。その内容にはマツ材線虫病発生のメカ

ニズム、マツノザイセンチュウとその媒介者マツノマダラカミキリの生態、マツ材

線虫病によるマツ枯れの防除、抵抗性マツの育成などの知識を有していることです。

また、マツ枯れの原因はすべてマツノザイセンチュウとは限りません。管理不足、

気象害、虫害、その他の病害などが関与する枯れも皆無ではありません。それらが

マツ材線虫病とどのように違うかを識別できることも必要と考えます。マツ枯れ対

策には行政の取り組みだけでは限界があり、地域や市民レベルのサポートが必須で

あるからに他なりません。松保護士が地域や一般市民を対象とした普及啓発活動に

ついても指導的役割を担う必要があると思います。

　松保護士は、マツや松林の果たしてきた社会的・経済的・文化的な意義に加え、

適切な防除事業を実施すれば、被害の軽減は可能であると考えております。技術面

では、マツの保護についての高度な知識・新たな技術（ドローンによる薬剤散布等）

を身に着け、被害対策の諸制度に習熟し、現場の状況に即した松林保全計画の立案

や防除作業の設計を行い、現場での作業指導にあたることのできる松保護士であり

たいと願っております。
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　現在、松保護士会は230名の会員から支えられ、これらを引き継ぐ新体制では、

松保護士会の大きな役割をしっかり認識し、これまでの活発な活動を踏襲しつつ、

更なる松保護士会の発展に貢献していきたいと考えております。

　今後の松保護士会の維持発展に必要ことは、その健全な財政基盤が必要であると

考えております。これまで組織のスリム化、経費の削減に取り組みが進められてい

ましたが、この流れを引き継ぐとともに、会員の拡大に取り組みます。

　会員の拡大は、財政基盤の強化のポイントであります。松保護士会のＰＲと会員

のためのサービス向上が進められように、活動を進めていきたいと思います。

　中心的な役割を担っていただいている各ブロックごとの負担は大きいと承知して

おりますが、各部会との連携を強化して、更なる成果に繋げていきたいと考えたま

すので、引き続きご協力をお願いいたします。

　私自身これらの諸課題に対して、先頭に立って取り組んで行く所存です。会員の

皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げ、会長就任の挨拶とさせていただきます。

【第8回定例総会】

　日　　時：令和7年5月24日（土）13:00～14:30

　場　　所：ZOOMにより開催（事務局）

　来　賓：一般財団法人日本緑化センター　専務理事　新島俊哉氏

　　いずれも満場一致で可決された。休憩後に研修会を実施した。

　　　を行った。

【定例理事会】

　①　日　　時：令和7年6月24日（火）19:30～22:30

　　　場　　所：ZOOMにより開催（事務局）

　②　日　　時：令和7年8月20日（水）19:30～22:30

　　　場　　所：ZOOMにより開催（事務局）

　③　日　　時：令和7年10月20日（水）19:30～22:30

　2.   質疑応答　　15時40分～16時00分

　第6号議案　新規会員の承認について

【令和6年度第1回技術研修会】

 　「ドローンによる松林薬剤散布について」　14時40分～15時40分

　　　講師：(一社)日本松保護士会　参与　齋藤次男氏

　1.   講演題目

　第1号議案　2024(令和6)年度事業報告について

　第2号議案　2024(令和6)年度収支決算報告・会計監査報告について

　第3号議案　2025(令和7)年度事業計画(案)について

　第4号議案　2025(令和7)年度収支予算(案)について

　第5号議案　2025年新規役員選出者について

　[議事内容]



　　　場　　所：ZOOMにより開催（事務局）

【見直し理事会】

　①　日　　時：令和7年6月24日（火）19:30～22:30

　　　場　　所：ZOOMにより開催（事務局）

　②　日　　時：令和7年8月20日（水）19:30～22:30

　　　場　　所：ZOOMにより開催（事務局）

　③　日　　時：令和7年10月20日（水）19:30～22:30

　　　場　　所：ZOOMにより開催（事務局）

【ドローン等による松枯れ対策研修会の開催】

　１．日　時　　令和７年９月４(木)　 9:30～12:00

　２．場　所　　山形県鶴岡市千安京田字龍花山　

　　　　　　　　　いこいの村公園松林および研修施設SEADS

　３．主　催　　(一社)日本松保護士会

　４．後　援　　山形県、（一財） 日本緑化センター

　５．協　賛　　ヤンマーヘリ＆アグリ㈱

　６．内　容

　　　(1) 座 学　2階研修室

　　　　　① ドローンによる松林へのきめ細かな薬剤散布について

　　　　　② 松枯れ予防対策としての樹幹注入について

　　　　　③ 松枯れ対策に係る農薬の基礎知識

　　 （2) 実 演（デモ：公園内松林）……齋藤次男松保護士 及び

　ヤンマーヘリ＆アグリ㈱ スタッフ

　　　松くい虫被害対策業務行政ならびに民間関係者等：約80名

　   を実施した。

【熊被害について】

　　あちこちでヒグマ、ツキノワグマの出没が問題となっています。都会でも出没

　しているニュースを毎日のように報じています。皆さま、森林に関わるお仕事や

　里山、田畑の管理作業の際には、充分お気をつけてお過ごしください。

【日本緑化センター・松保護士更新研修について】

　　昨年度は、台風のため中止を余儀なくされた、更新実践研修会が12月1日（月）

　～2日（火）に宮崎県青島青少年自然の家と周辺海岸で実施されます。原口会長

　五十嵐副会長、齋藤次男氏（ドローン講師）沖濵がか参加し、会員獲得のための

　挨拶と松保護士会内容の説明を実施する予定です。
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第３地区責任者

(埼玉､千葉)

副会長、組織・運営見直し委員会委員長、 第２地区責任者

事業委員会副委員長、研修委員会委員 (山形､福島､群馬､栃木､茨城)

第９地区責任者

(兵庫､奈良､和歌山)

第４地区責任者

(東京､神奈川)

第５地区責任者

(新潟､富山､石川､福井)

第６地区責任者

(長野､静岡)

第７地区責任者

(愛知､岐阜､三重)

第１地区責任者

(青森､秋田､岩手､宮城)

監査役、事業委員会委員、 第８地区責任者

《農薬・肥料事業副担当》 (滋賀､京都､大阪)

第10地区責任者

(中国､四国､九州､沖縄)

参　 与 古川
フルカワ

 元一
モトカズ

事業活動全般の推進、事業委員会委員 (大阪府)

ドローン事業の推進、事業委員会委員、

技術委員会委員《ドローン事業部東北地区部長》

ドローン事業の推進、事業委員会委員、

技術委員会委員、《ドローン事業部本部長》

ドローン事業の推進、事業委員会委員、

技術委員会委員、農薬・肥料事業責任者

毒劇物取扱責任者《農薬・肥料事業部長》

顧　問 菊池
キ ク チ

 直人
ナオヒト

全体指導 (山形県)

事務局員 関屋
セキヤ

美智代
ミ チ ヨ

本会経理及び庶務全般担当（12月末まで） (滋賀県)

事務局員 谷口
タニグチ

和江
カズエ

本会経理及び庶務全般担当（12月末まで） (滋賀県)

会員にはあらためて事務所住所、電話番号等内容を連絡致します。

理 　事 中島
ナカジマ

 佳
ヨシ

徳
ノリ 副会長、技術委員会委員長、組織・運営見直

し委員会副委員長、広報委員会委員

(一社)日本松保護士会 役員一覧表及び役割分担表（令和7年6月～令和9年5月）

代表理事 原口
ハラグチ

志津夫
シ ヅ オ

会長、渉外、組織・運営見直し委員会委員

理 　事 五十嵐
イ ガ ラ シ

光雄
ミ ツ オ

理 　事 大橋
オオハシ

 邦雄
ク ニ オ

事務局代行（2026年1月事務所移転予定）

理 　事 野上
ノ ガ ミ

 一志
タ ダ シ

事業委員会委員長

理 　事 沖濵
オキハマ

 宗彦
ムネヒコ 三役特任補佐、事務局、技術委員会副委員

長、組織・運営見直し委員会委員

理 　事 湯澤
ユ ザ ワ

 要
ヨウ

次
ジ

研修委員会委員長、広報委員会副委員長

理 　事 鈴木
ス ズ キ

 宏明
ヒロアキ

広報委員会委員長、研修委員会副委員長

理 　事 佐
サ

 藤
トウ

  榮
サカエ

監査役

理 　事 増田
マ ス ダ

 信之
ノブユキ

参　 与 山口真之
ヤ マ グ チシ ンノ

介
スケ

(山形県)

参　 与 齋藤
サイトウ

 次男
ツ ギ オ

(埼玉県)

12月までは現行事務所は滋賀県甲賀市水口町城内8-24とし、役員の法務局への登記は行いました。

令和7年12月に事務所移転・手続き話合いと引継ぎ等を行い、。令和8年1月より千葉県

成田市へ移転予定です。

参　 与 川西
カワニシ

　茂
シゲル

(滋賀県)


